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研究ノート

私立大学教職員の賃金実態
-1972年度ゼミ調査から－

尾形憲

私はさきに本誌上で私学の中小企業的体質とかかわらせながら私立大学

での研究教育条件について考察を行ない(1)，その後さらに19701年度から発

足した私大への人件費補助の意味するものを私大財政という側面からアプ

ローチしたが，その際とくに私大教職員の賃金に焦点をあてながら若干の

検討を行なった(2)。これと前後して，一年間の中断はあったが，通算５年

にわたり，主としてゼミナールの学生たちの協力によりながら，私大の研

究教育条③件を中心とし．管理運営体制から財政などにもわたる私大の実態

調査を続けてきた(3)。私が今までも機会のあるたびに強調してきたことで

あるが，内部にさまざまの，またきわめて大きな格差をふくむ私大の科学

的分析のためには，文字通り「調査なくして発言権なし」である。たまた

まジャーナリズムに大きくとり上げられた断片的事象やありあわせの資料

を立入って検討することもなく安直につぎ合わせて物をいう無責任な手法

が，理論的にも実践的にもどれだけ大きな害毒を流したかを私たちは知っ

ている。こうした認識にもとずいて続けてきた調査であった。１９７０年度

は私立大学の研究教育条件なかんずく賃金と財政とをテーマとしてゼミで

の調査・研究を行なったが，集約できた資料はようやく５０校程度でその

内容にも問題があり，主体的・客観的条件の制約もあって，その分析も十

分突込んだものとなることができなかった。このうち財政分析については，

その後上に述べたように一応私なりの立入った展開を試みたが，賃金問題

は残されたままとなった。そこで７２年度はこれをうけつぐ形で，Ｉ部

（昼間部）ゼミは私大教職員の賃金問題．Ⅱ部（夜間部）ゼミはこれと密
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接な関連をもつ私大の教職員組合（労働組合）の問題を掘り下げて調査・

分析しようということになったわけである。しかしながら，又してもゼミ

生の力量や時間的な制約のため年度内に分析というところまでは不可能と

いうことになり，ひとまず次年度での本格的検討のための素材づくりに終

るという形となった。

（１）『経済志林』36-1。

（２）同上，３９－３，４゜

（３）法政大学尾形ゼミナール１９６８『私立大学の研究教育条件』資料1-1～３，

１９６９『私立大学の研究教育条件及び体Ilill』資料2-1～4,1970『私立大学の研究

教育条件および財政』資料3-1～3’１９７２『私立大学の研究教育条件と労働組

合』資料4-1～3。

ともかくもこのようにしてできあがった資料は，さまざまの欠陥や誤り

をふくむものであるにしても，後で述ぺるように全国私大の約'/3．ほぼ

100校をカバーするものとなり，一定の客観,性を持つものといってよいで

あろう。文部省が１９７１年度について行なった教員調査はその速報が近く

出されるということであり．また日本学術会議の「科学者の待遇問題委員

会」でも，とくに私大に重点をおいた待遇の実態調査を「白書」としてま

とめる方向で準備を進めている。今後，こうした諸調査の成果をも参考に

し，なしうれば諸外国との比較や大学教員のプロレタリア化の進行など戦

前からの時系列的な跡づけも行ないながら，昨年作製した資料の分析を進

めることは私たちに残された課題である。ここではとりあえず私なりに，

ゼミ資料をもとにして私大教職員の賃金を中心とする研究教育条件の実態

を大づかみに描き出し，その中にふくまれるいくつかの問題点，さらに最

近における変化とその背景，といったことについて概観してみることにす

る。そうした意味では，小論は１９７２年度のゼミ調査にもとずく教師の側

からの「中間総括」ということになろう。

１調査の対象・内容および方法

私は機会あるたびに，私大の現実に対する正確な認識およびこれにもと
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ずく実践一たとえば国庫補助運動一を妨げている－つの大きな障害は，

私大当局の秘密主義にあることを指摘してきた。財政についてはいわずも

がな，研究教育条件などについても，たとえば私学振興財団とか文部省の

ように「金と力」を持っているものでもなければ，調査などというものに

対してはきわめて冷淡・非協力的なのが私大の一般的な傾向といってよい。

1967年日本学術会議で私大への研究澱助成を政府に勧告するための基礎

資料づくりの際も，調査には一切応じないという大学が都内で２校あった。

一研究者の調査ではなおさらであり，１９６７年度私がゼミで都内の私大調

査を行なった時も，対象とする２３校１１.調査拒否１０校，アンケートに対

しほぼ完全に答えてくれたものは８校とわずかysにすぎなかった。もちろ

ん，私大における事務労働の強化・合理化は，財政危機の進行とともにま

すますきびしくなっており，こうした調査に一々答えておられないという

言い分もあろう。しかし私が数年前指摘したことがある(1)が，関東．関西

の大規模’ｏ大学が協力して毎年作製している教職員の賃金実態資料など

も，今もって②であることをやめないのであり，これが組合に漏れたとい

うことで問題になるという事態も変っていない。天下の公器たることを忘

れた閉鎖主義というか，ナショナリズムというか－それは多分に組合対

策・自治会対策的発想あるいは恐怖症にもとずく－，こうした時代錯誤

はむしろ「一流｣私大，「しにせ」といわれる所で著しい。私大への国庫補

助運動が国民運動として進展することを妨げている一つの大きな癌はこう

した所にある。

（１）前掲『経済志林』36-1゜

このような現実の巾で，調査は勢い教ｌｗｉｉ員組合を通じて行なうよりほか

ないということになる。まず全国都道府県の７１年度『労働組合名簿』か

ら４年制私大の組合を抜き出し・日教組私学部・日本キリスト教主義教職

員組合連合・各地区私教連へ問い合わせるなどして，全国私大の労働組合

組織表が作製された。またむしろ大規模大学ではない所で，大学当局がき

わめて積極的に調査に協力してくれたところも少数ながらあった。調査の
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過程で若干の迫力ﾛ・削除もあったが，終局的に調査対象となったのはつぎ

の１５２大学であり，全国私大２９１校の過半数をこえる。このほか若干の

項目については，比較のために国立大学と都立大学を加えた。

（北海道）旭川，札幌，札幌商科，北星学園，北海学園，酪農学園。

（東北）仙台，東北学院，東北工業，東北福祉，三島学園女子，宮城学院女子，

郡山女子。

（関東）茨城キリスト教，日本工業，ロ本医科，東京写真，玉川，東京女子医

科，東京慈恵会医科，津田塾

〔東京周辺〕大東文化，国学院，駒沢，明治学院，立正，専修，拓殖，東京経

済；国立音楽，武蔵野美術，多廉美術，上野学園，東京造形；星薬科，順天

堂，北里，明治薬科，昭和，東邦，東京医科，東京歯科(進学課程)；工学院，

芝浦工業，東海，東京電機，東京理科，東京農業；跡見学園女子，実践女子，

女子栄養，日本女子，相模女子，杉野女子，東京女子，東京家政学院，日本女

子体育，東京女子体育；青山学院，中央，法政，上智，神奈川，関東学院，明

治，日本，立教，慶応，東洋，早稲田；独協，学習院，国際基督教，武蔵，日

本社会事業，桜美林，成城，成険，和光。

（中部）本州，愛知，愛知学院，愛知工業，大同工業，中京，中京女子,名古屋

学院，日本福祉，名城，愛知医科，名古屋芸術，金城学院。

（近畿）大谷，京都学園，京都女子，京都薬科，橘女子，同志社，花園，立命

館，竜谷，大阪音楽，大阪経済，大阪芸術，大阪工業，大阪産業，大阪歯科，

大阪商業，大阪電気通信，大阪薬科，追手門学院，関西，関西医科，関西外国

語，近畿，相愛，梅花女子，阪南，桃山学院，悶西学院，甲南，神戸学院，神

戸女学院，松蔭女子学院，甲南女子，親和女子，八代学院，天理，奈良，高野

山。

（中京）岡山商科，広島経済，広島工業，広島商科，広島女学院，広島電機，広

島文教女子，安田女子，梅光女学院。

（四国）松山商科。

（九州）九州産業，久留米，西南学院，福岡，福岡工業，八幡，長崎造船，熊

本商科，別府，南九州，鹿児島経済。

以上のような諸大学についての調査内容は，大学を通じての場合，組合

を通じての場合，その他により，若干の差はあるが，ほぼつぎの通りであ

る。

Ｉ職種別・年令別本俸モデル
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大学教員，一般職員，教諭，用務員について，初任給のほかほぼ１０才

きざみ。いずれも停年を付記。

Ⅱ規定上の諾手当その他諸条件比較

勤続手当，家族手当，通勤費，役職手当Ⅱ教員超過授業手当，職員時間

外手当，研究費，学会出張費，兼任講師給，臨時職員絵，その他付属絵，

教員責任担当時間，職員勤務時間，国内外留学制度，職員休暇。

Ⅲ研究教育条件実態比較

職種別平均本俸・基準内賃金（平均年令および人数とも)，職種別賞与

算定基礎月額．最近２年間のベースアップ，期末（入試）手当・夏冬賞与，

専兼任教職員数，学生数，教員担当実時間，教員１人当り学生数，最近５

カ年の学部学生数推移。

Ⅳ労働組合の実態

全国私立大学労働組合組織表，単組内組織状況，組合運営，組合財政，

闘争状況。

以上の内容をアンケート調査および既存の資料によりながら整理するほ

か，調査対象校（単組）にお願いして７２年度本俸表およびその見方，組

合規約，最近の組合機関紙，最近の組合活動報告書および子決算，大学の

７２年度予算書および７１年度決算書を収集した。

調査は７２年６月初めからはじまり，比較的入手しやすい資料の収集な

どから着手したが，本格的には９月になってからであった。前記の諸大学

のうち「東京周辺」５８校については，文科系のみのものと美術系，医歯

薬系と理工系，女子大，総合大学，小規模校というグループ分けにし，こ

れを１班３～４人のゼミ生が５班に分かれて担当することにした。これら

の大学へは直接アンケート用紙を持参し内容の説明なども行なったが，そ

れ以外の大学はアンケート用紙の郵送によるほかなかった。回収の目途は

一応１０月末ということにした。「東京周辺」校については，ゼミ生が何

度も足を運んで，予定よりかなりおくれはしたものの，５８校中精疎の差

はあれともかく５６校の資料を集めることができた。しかしそれ以外にっ



いては，地区の私教連に依頼するなどしても，大阪地区以外は集約ははか

ばかしくなく，９８校中４２校に終った。こうしたことは当初から予想され

ていたことであり，せいぜい１０～２０校程度という予想からすれば，４２校

という数字はむしろ予想をはるかにこえる好成績であったといってよい。

全体では調査対象152校について９８校，６０％をこえる成果であり，全国

私大総数の’/３を上廻るものとなった。しかも北海道から九州に至るまで，

さまざまの地区について一定のあるいはかなりの意味をもちうる数を集め

ており，量的に見て客観的な分析資料としての意味は決して少なくないと

考えられる。またこれらの内容について不明の部分は直接赴いてなり，電

話や文書でなり，問合せを行ない，一方組合ニュースや活動報告書，私教

連資料，その他既存の資料などとも照合して，できるだけ正確なものとす

ることに努めた。

本調査の結果は尾形ゼミ資料１９７２年『私立大学の研究教育条件と労働

組合』の４－１『組合規約集』４－２『本俸表とその見方」４－３『諸

条件比較と労働組合の実態』の３分冊(2)としてすでに公刊されているが，

本稿では，このうち第２分冊と第３分冊をもとにして，私大の賃金を中心

とする研究教育条件の実態とその問題点をかいまみることにしよう。

（２）以下『資料』と略称。なお本稿では大学名はすべてイニシプルを用いる。

２私大教職員賃金の社会的水準

私たちは『資料』に即しての検討に入るに先だち，前稿で見た私大教職

員の賃金の社会的水準，すなわち民間および国公立大学と比較しての状態

が，その後どう変ったかということを，そしてそれと関連しての国際比較

を，概観しておこう。

民間賃金の比較については，業務の内容や責任度などについて質的な相

違があるので，直接の比較は問題があるにしても．一先ず人事院の調査に

もとずく７２年度の実態を見れば，第１表の通りとなっている。前稿で見

た１９６７年の時点では，「大学教授は賃金額から言って大卒の工場長・技
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第１表職種別・学歴別賃金等比較（1972）
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術部長をかなり下廻る。しかも平均年令で言えばiihに８才前後高くなって

いる。このような年令に対する賃金の開きは助教授・識師・助手と下るに

つれて小さくなるが，遂になくなりはしない。これは，一面民間の賃金カ

ーブに比し，私学のそれがかなりゆるやかであることを示している｡」と

いう状態であった。この５年でそうした事態は少しは改善されたであろう

か。答は否である。

第２表を見れば一見して，各階層とも民間との格差は以前よりさらに増

大したことが明らかである。金額では格差がそう大きくなっていないよう

に見える助手層の場合も，年令榊成の変化を考慮する必要がある。教授で

いうなら８～９才という年令差は，かりに定昇を２～３千円とすれば２～

３万円の差として上記の名ロ的な賃金格差に加わることになる。

第２表私大教員・民間賃金比較（1972/1967）

民間/私大

101.2％ 
￣ 

111.9 

大卒工場長

46.6才110,114円子に:差と=i:=i姜可
55.7171,531147.4191.878 1972 司芒曰Ⅶ『 準郵務腺長ｌｐ

4（ 

亜ＰＩ」三

３１００ 

民間/私大

105.3 

105.5 

大学事務係員

28.4４２，６５９ 

年次｜私大助手

28.6４０，５１１ 1967 
-

1972 28.3７８，４６８ 29.8７４，３８４ 

『人事院月報』1967年および1972年各９月号により算出。
各欄の左は平均年令。

註１）

２） 
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（１）こうした民間との格差}こついて，ゼミナールの中で「教授の賃金が民間の
事務部長などに比べて安いというが，民間の企業では死活をかけたきびしい競
争の中にあり，教授の賃金が安いのは当然ではないか｡」といった発言があっ

た。また「安いというが，一般の労liMl者に比し，とくにその仕事のきびしさと

考え併せれば，大学教員は特権階級といってよい｡」という者もあった。こう

した学生からの問いかけに対して，後で述べるように，大学教員の研究教育の
「質」という「原点」が問題とされざるをえない。

こうした民間との格差の増大は人事院調査による「毎/jきまって支給す

る給与額」が６７年と７２年で118,276円/71,676円＝1,65倍であるの

に対して，労働省『毎月勤労統計調査』による規模３０人以上の全産業で

のそれが73,860円/37,798円＝1.95倍とこれを大きく上廻っている事実に

よっても確認される。

国公立との比較のうち，公立との比較については，前稿以来新しい資料

がないのでさておくとして，ここでは国立との比較だけに止めよう。第３

表によれば，６７年まで一賀して国立に追いついてきた私大教員の賃金は’

６８年から一旦低落しそ
第３表国立・私立大学教員平均賃金比較

の後も一進一退の状況と

なるが，７０年以降は上

昇気味で,７２年には国立

比９７．９％となる(2)。も

っともこの数値の基礎と

なっているのは４月時点

での人事院調査であるか

ら・１）私大では４月に

新年度のべ・ァがあって

すでに新給与が確定して

いるものもかなりあるの

に，国立では８月の人事

院勧告にもとずき４月に

年度 国立(Ａ）

円

３７，８９４ 

４６，１０７ 

４９，４７７ 

５４，４２０ 

５８，８７６ 

６４，４９２ 

６８，８０５ 

７３，３４１ 

80,084 

８６，９２７ 

96,416 

108,793 

120,860 

私立(Ｂ）

円

３２，２２５ 

３９，９５７ 

４４，０９８ 

４９，７９６ 

５４，７９３ 

６０，８０５ 

６５，３５２ 

７１０６７６ 

７７，９５１ 

８２，９３７ 

92,333 

103,860 

118,276 

％
 

Ａ
 
８
１
７
１
５
１
３
０
６
３
４
８
５
９
 

Ｂ
 
７
８
８
８
９
９
９
９
９
９
９
９
９
９
 

９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
 

５
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
７
７
７
 

９
 
１
 

註：『人事院月報』各年度９月号（５９年のみ８月
号）による。
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遡って改訂となる，２）一般に他の職種についてもそうであるが，人事院

調査は比較的に大規模の事業所に偏しており，全私学をふくめれば，格差

はさらに大きくなる。といった問題がある。さらに決定的な格差をもたら

す要因として，ここでもまた年令構成の相違がある，７２年の人事院調査

での「教育職俸給表(一)」適用者の平均年令は４０．９才であるのに対して，

私大教員のそれは４４．６才である。約４才の相違は金額にして１万円見当

となろう。こうしてみれば，人事院調査で過去一貫して国よりも民間（私

立）が低いという例外的な存在であった私大教員の賃金の低位は，その名

月的な数値の示すものをはるかに越えるものとなるわけである(3)。

（２）こうした上昇が何にもとずくかは後段で考察される。

（３）あらためていうまでもないことであろうが，賃金の裏付けとしての労働条

件たとえば授業持時間，研究条件，教員１人当り学生数なども当然考慮すべき

であり，これらを考え併せれば実質的な格差はさらに拡大する。

なおついでながら人事院調査では，従業員規模500人以上と未満とに分

けての数値も出されている。個別大学間の格差は後で立入って見ることに

なるが，参考のため同調査による数値を第４表として掲げておこう。ここ

では規模の大小による賃金格差もさることながら，とくに学長・教授とい

った高年令層での平均年令が賃金の低い小規模でむしろ商いという，前に

国公立と私立で見た事態が再現している。

第４表大学教員規模別賃金比較（1972）（円）

削荊:１

註１）人事院１９７２『民間給与の実態』により「毎月きまって支給する給与｣。

２）各欄の左側は平均年令。

大学教員賃金の国際比較は，学校制度の相違その他種々の問題を考慮せ

ねばならないが，ここではさしあたり文部省の調査に依って概観するに止

学長 教授 助教授 辮師 助手

全規模 65.1才302,736 55.7才171,531 41.2才１２ｲ,802 37,6才１０Q953 29.8才７ｲ,384

500人以上 321,739 173,990 4１．３128,513 37.5106,366 30.977,別０

500人未満 291,785 167,鋼’41.1119,849 95,833 69,669 
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第５表高等教育機関教員賃金および１人当り学生数比較

教員

本’19:；’111:柵?円’１９６９

:；｜；蝋!:iＩ

rＹ 

5４１２９２３６ 
］KＤＩ乙佃

註：文部省１９７０年度『わが国の教育水準』ｐ､124および
Ｐ、114．

める。第５表によって見れば，アメリカ，イギリス，西ドイツと比較して

日本の大学教員の箇金は'/3～'/2程度にすぎない(4)。為替レートとか生活水

準の問題を考慮に入れても，その低位は疑うべくもないであろう。一方教

員１人当り学生数は国際的に商い方に属する。しかもこの賃金比較でとら

れている日本の数値は国立大学のものであり，教員１人当り学生数が国公

私立ふくめてのものであることを考えれば，日本の私大教員の賃金は国際

的に見て甚だしく劣悪であると言わざるをえない。

（４）この点について文部省の資料は１人当り国民所得も併記し，これに対する
比率でみると「先進国とほぼ同一の水準である」（p､122）という。国民全体が

悪い中で〈大学）教員のみがよいというわけにはゆかないということであろう

か。しかし法人所得もすべてふくめた国民所得の１人当りと比較してどのよう

な意味があるか疑問であろう。事実中央教育審議会中間報告「わが国の教育の

あゆみと今後の課題』（1969）自体，「教員の給与水蝋を学校段階別にみると，

高等学校と高等教育の教員給与水準は国民の消費水準に比ぺ相対的に低下して

きており，また高等教育のそれは，国際的水準に比べ著しく立ちおくれてい

る｡」（p､136）と述べている。

国名
教員平均賃金

年度

教員１
学』

年度

人当り
Ｅ数

日本
1964 

6８ 
1,097,003円
1,392,921 

1969 25.6人

アメリカ ４８ ６６ ００ ８０ ６６ 日●Ｃ８４ ３８ ９６ ９● ２３ 6８ 15.4 

イギリス “師 3,226,608 
2,592,576 

6７ 7.9 

西ドイツ ““ 2， 923,650 
6６ 28.3 

フ プ ンス 6７ 22.6 

ソ連 6５ 17.4 
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なお，民間および国公立との比較は，以下の『資料』による検討の中で

も，入手しうる資料の関係で上ではふれることのできなかった職員の賃金

をふくめ立ち返ることになる。そこでも上に見たような実態があらためて．

またより具体的に確認されることになろう。

３本俸について（１）

はじめにふれたように，本稿で主として行なわれるのは『資料』にもと

ずく私大教職員の賃金実態の考察である。従ってたとえば労働経済論なか

んずく賃金論や労働組合論の理論ないし日本の労働者階級全体の現状分析

からする立入った展開といったことはすべて今後の課題とし，目にふれた

いくつかの特徴点を大づかみに列挙することに主眼がおかれる。くりかえ

していうが，私大問題の究明にあっては，何よりも具体的・個別的な事実

の確認がきわめて困難であると同時に，必要不可欠の出発点であるからで

ある。

とはいえ，他産業の場合でも同様な問題がつきまとうが，賃金実態の把

握といっても．それにはさまざまの困難がある。そもそも給与規定や本俸

表がなかったり，あっても教職員に公表しなかったり昇給の仕方がまった

く不明という所も少なくない。はじめに見たような調査自体の困難を克服

して，ようやく何とか信懇できる資料を入手しえたとしても，さてそれか

らが問題である。私大の場合は他産業に比して比較的に本俸以外の賃金部

分の占める比重は小さいので，以下でも本俸を重点として考察を行なうこ

とになるが，この本俸とて必ずしも本俸表に従って順当に支給されている

ものとは限らない。たとえば中途採用者についての経歴換算によるおくれ

がある。大学によっては採用後一定年限経過すれば100％おくれが回復

するところも少数あるが，多くの場合このおくれは停年までつきまとうこ

とになる。また身分による昇給差別の問題がある。一定年令に達しても教

員だと助教授とか教授とか，職員の場合は聾記とか主事とかいう身分を取

得しないと．昇給がおそくなり順調に行った場合の「モデル」との差が出
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てくる。従って賃金の比較は「理想モデル」によってでなく，できるなら

「実態モデル」によることが望ましい。

しかし「実態モデル」はこれまた３０才とか４０才とか各年令きざみの

個所の該当者が居なかったり，年令構成が大学によりかなり異なっていた

りで，調査が困難であるだけでなく比較する場合の難点もある。そこで比

較的作りやすいのは，職種ごとの平均年令を付加した平均本俸ということ

になる。もっとも作りやすいといっても，「理想モデル」なら本俸表と昇

給内規が明確ならばある程度樋械的に作製できるのに反して，これは１人

１人の実態をもとに算出するのだから，とくに多人数のマンモス大学など

の場合は事務的にかなりの労力と時間とを必要とする。さて，平均本俸が

算出されたら，平均年令を考慮しながら比較すればよいということではす

まない。本俸に準ずる諸手当，たとえば国公立準拠校の調整手当，一律支

給の場合の住宅手当などもふくめて考えねばなるまい。勤続給も加算して

「基本給」を比較する場合が多いようである。

しかし「毎月きまって支払われる賃金」で比鮫しようということになる

と．主なものだけ見ても，以上のほかに家族手当，教員の場合には超過授

業手当がある。職務手当，大学院手当，夜間勤務手当などもある。後の３

者は一先ずおくとしても，毎月きまって支払われる賃金で比較する場合，

家族構成のちがい，教員の場合実際の持時間の多寡をぬきにしての比較は

無意味となろう。侍時間といえば，実は前の本俸だけの比較の場合も，教

員の場合たとえば責任持時間が週６時間であるのと12時間であるのとを，

職員の場合週実働労働時間が３３１１柵なのと４２時間なのとを，一緒にし

たまま本俸が高いとか低いしかいっても，これまた無意味である。

労働条件を考慮しながら基準内賃金の比較ができるとする。それでもま

だ十分ではない。夏冬の賞与，さらに最近は事実上多くの私大で第３の賞

与化しつつある年度末（期末・入試）手当がある。これは大学により算定

基礎が本俸のみであったり，他の諸手当をかなりふくめていたりするし，

またその本俸その他の実額そのものがすべてちがうわけであるから，たと
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えば同じく２．７５カ月十３万円といっても，実額としては一校一校ちがう

ことになる。ともかく大ざっぱに月間基準内賃金×12＋年間賞与実額が出

れば，年令構成および労働条件を加味しながら，一定の比較が可能という

ことになろう(1)。

（１）このほか退職金・年金などといった問題もある。

ところでこの実額の比較でのもう一つの困難は，調査時点の問題である。

従来いわゆる「人勧後追い」の秋闘型であった大学も最近かなり春闘方式

に移行してきているとはいえ，その妥結の剛切はかなりまちまちである。

それでも春闘が秋にまで持ち越される例はないではないが例外的といって

よい。しかし一方後で見るように国公立準拠校のうち１年おくれ適用のと

ころは処理しやすいが，遡り改訂実施というものがかなりの数にのぼる。

それらの改訂決定がこれまた後で見るようにきわめて区々である。従って

調査時点を１年中何月にとってみても，必ず若干の大学はまだ前年度の金

額というのがでてくる。これを最少にするには，調査時点を３月とするの

が最も適当であろう。いずれにしても，現在の賃金の改訂が何年何月から

行なわれたかを明らかにしておく必要がある。

今回の調査においても，調査時点など全体の調査スケジュールの上から

物理的に不可能な点は別として，上記のような考え方を基本点としたので

あるが，賃金実態についてはきわめて不十分な把握しかできなかった。こ

のため本稿ではやむをえず第一接近としての「本俸モデル」を主として考

察を行なうことにし，あとの諸点の立入った検討は今後の課題とせざるを

えなかった。

以上のことをふまえながら，ここでの検討の対象となるのは，『資料』

の第２分冊『本俸表とその見方』および第３分冊『諸条件の比較と労働組

合の実態』である(2)。このうち第２分冊は全国９５私大と国立大（1971,

72年度)，都立大についてその本俸表に初任給の格付け，最低在級年数・

標準年令など昇給の仕方等を付記したものである。従来のゼミ資料では本

俸表の後に大学の給与規定の抜革などを付･け加えていたが，これではわか



私立大学教職員の賃金実態１５

Dにくいので，今年はこうした方法をとった。これにより，新卒後直ちに

就職して順調に昇給して行った場合の「理想モデル」が各職種について作

製できることになる。第３分冊冒頭の「職種別本俸モデル比較」がそれで

ある。ここにいう本俸は「俸給｣，「基本給」など名称は異なっても賃金の

中の基幹部分をなすものであり，調整手当や初任給調整手当など本俸に準

ずるものはふくまれるが．勤続手当・住宅手当その他の諸手当類はふくん

でいない。そしてここでのモデルは実在者の賃金を示すものではなく，

「本俸表に従い，内規などにより最も普通（評務評定などあるときは最大

多数）のコースで順調に昇給した場合の標準，すなわち経歴換算，頭うち

などによるおくれのないときのもの」となっている。しかし現実には前に

もふれたように中途採用その他によるさまざまのおくれのため，実際の賃

金はこうしたモデルを下廻っているのがほとんどであることはたえず念頭

におく必要がある。

（２）以下特記しない限り引用および数値は『資料』による。

賃金の比較の際注意せねばならないことの一つに，上記のような調査時

点の問題がある。国立や都立は年度途中の人事院ないし人事委員会の勤告

にもとずき，年度はじめ（７２年は４月）に遡って改訂が実施されるのに

対して，私立の場合は独自体系校と国公立準拠校があり，その中でもそれ

ぞれかなりまちまちである。本調査では一応７２年７月分としてあるが，

その後改訂されたものはその数値を用い，また国公立準拠枝で例年遡り改

訂になっているものは，未改訂でもそれぞれの昇給の仕方に従い７２年度

国公立の本俸表をもとに計算し直した。こうして７２年１２月現在まだき

まっていない２校を除き，すぺて７２年度の数値に統一した。またアンケ

ートの回答には誤解にもとずく記入ミスやとくに実在者の賃金を記入した

ものなどもしばしばあったので，本俸表とその見方に従い，一校一校モデ

ル賃金を点検し，本俸表自体がなかったり昇給の仕方が不明であったりし

て点検不可能のものはその旨を明記するなど，できるだけ正確なものにし

た。ただし当初アンケートに入れた実験助手は，その業務内容が大学によ
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Dさまざまであり．また高校教諭は地域性の問題が大学よりさらに甚だし

く，また公立なみの４％加俸の有無やいわゆる３短・６短といった昇給期

間の短縮の問題もあってモデル作製自体がなかなか困難なので，『資料』

の中では省略することにした。また作業員の賃金比較は『資料』には一応

掲載したが，その業務内容がまちまちであり，また各大学とも中途採用が

多く年令別モデルが作りにくいことがあるため，以下の分析では大学教員

と一般職員についてのみこれを行なうことにする。

分析の順序は，はじめに主として第２分冊により本俸体系の特徴点を拾

いあげ，ついで第３分冊によって職務ごとの本俸額を大学間で，さらに国

公立・民間などと比較するということにしよう。

本俸の体系でまず月につくのは，独自の体系（本俸表）を持たない「国

公立準拠」校添予想外に多いことである。調査対象９８校のうち国立準拠

(いわゆる「人勧準拠｣）と都道府県公務員準拠とあわせて，４０校，これに

内容は不明であるが国公地拠である９校，独自体系のもの３校をふくめて

考えれば１１０校中４９校と，４４．６％に達する(3)。東京周辺校では，グル

ープ別に見れば大規模佼はほとんどなく，女子大と小規模校が多い。しか

しながらこの「準拠」には内容を検討すればさまざまの問題がある。詳し

くは具体的な大学名もふくめ『潜料』そのものにゆずるとして，その中の

いくつかの問題点を列挙してみよう。

（３）尾形ゼミ７０年度綱査でもこれは４４校中２２校と丁度半数)であった。

（同ゼミ資料３－３ｐ57）

１）改訂の実施が１年おくれのものがある（９校)。この中にはまる１

年おくれでなく，７２年度の人勧の表を７３年１月から適用というものもあ

る。一方遡り実施組も，４月にでなく５月という所や，遡っての差額が全

額支給されない所がある。

２）遡り改訂実施佼も，それが決定されるのは，早い所で１０，１１月，

あるいは12月にきまって差額が年末賞与と共に支給されるもの，１，２，

３月からさらには年度をこえてからようやく１年分遡っての差額が支給さ
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れるものなどさまざまである。

３）本俸表そのものは必ずしも国公立と完全に同じではない。国立の教

育職俸給表(一)については，１等級は教授，２等級は助教授，３等級は識

師，４等級は助手と一致していても５等級（教務職員）はないものが多い。

職員については．全国規模の国家公務員と同一の等級ごとの職務内容には

ならないから，当然のことながら，たとえば３等級以下だけを使用すると

か，さまざまにつなぎ合わせる（時には教職両表を）とかいうことになる

のが多い。また号俸間をいくつかに細分したり，上下に号俸を加えたりす

る場合もある。なお一見国公立の表とまったく異なる教値のように見えな

がら．点検してみれば，内容は調整手当を算入したものであるという事例

は比較的多い。

本俸表がほぼ同一であっても，その適用にはこれまたさまざまな形での

「値切り」が行なわれているのがふつうである。たとえば

（３）一定号俸以上がカットされていて早く頭うちになるもの，

（b）下位等級は人勧通りの表であっても，たとえば教育職俸給表(一)の

１等級の金額が一律８％マイナスされているもの，

（c）表はそのままでも上位号俸で定期昇給が毎年１号でなく１８カ月と

か２４カ月に１号となるもの，

ｕ）上位等級の一定号俸までは人勧の表通りであるが，それから号差が

小さくなり号数がふえて，最商号俸の金額は人勧と同一になるが，そ

こに到達する年令が高くなるもの，

（e）表には現われないが，国公立から停年教授を迎えた場合，本俸から

恩給部分を差引いて支給するもの，

など，高年令での賃金をおさえるという傾向はかなり一般的である。一

方初任給についても，その適用基準が公務員より低いというものもある。

４）国家公務員の場合は地域によりたとえば東京などの「甲地」では

「本俸十家族手当」の８％に当る調整手当が支給されるが，この調整手当

のないもの，８％を４％にされているもの，上位級号俸では率が低くなる
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もの，などさまざまである。また本俸のみの８％として，家族手当は算定

の基礎に入れないものが圧倒的である。

５）初任給調整手当はないのがふつうである。

６）旧本俸を基準にして夏冬の賞与をすでに支給したあと，本俸改訂が

年度初めに遡って実施することが決定されても賞与についての差額が支給

されない例。またあとの手当とも関連して，国公立準拠枝は家族手当およ

び通勤費についても同様に扱っている所が多いが，この場合も遡っての差

額支給が完全に行なわれない場合がかなりある。

７）公務員準拠ということになっていながら，財政難のためと思われる

が，７０年,７１年とべ・ア,定昇いずれもほとんどなく，教員で最低57,300

円，最高は133,500円で頭うちときまっているという例や，教授で人勧の

表の金額の９０％，それ以外の教員９７％，職員は100％というようなズレ

のある例，などがある。

８）全体として見るならば公務員なみの本俸表を遡り改訂で，しかも適

用が１～２号上位とか，調整手当の率が公務員より高いという所も若干あ

るが，それはきわめて例外的といってよい。

今回の調査は時間的な制約や主体的な力量の問題もあり，きわめて不十

分なものにしか終りえなかったが．それでも上記のようなさまざまの「値

切り」をふくみながら．私大が予想外に，スト権剥奪の上に立って日本の

低賃金構造の支柱となっている「人勧体制」の中に直接くみこまれている

ことがほぼ明らかになったといえる。今後，この問題はさらに詳細に検討

される必要があろう。

一方本俸表自体全くないという所も少数ながらあるが，これらは別とし

て，独自の本俸体系をもつ大学でも，それぞれさまざまの特徴が見出され

る。これらを一々掘下げてその背景に迫ることは興味ぶかい課題であるが，

ここではそのいとまはないので，表面的な羅別にとどめる。
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１）年令給のところは本俸表がきわめて単純明快である。たとえばＨ大，

Ｓｇ大，Ｒｉ大など。Ｓｂ大のように年令給プラス経験給の２本立てとなっ

ているところもある。一方Ｗ大(職員)，Ｎ大などは勤務評定を導入したき

わめて複雑な表になっているが，そうした例は私大では少ない。全体とし

ては，教員は内規などにより昇格のルールが明確であれば，昇給の仕方も

はっきりしているところが多いが，職員については，とくに高年令になる

につれて，学内の身分制度とからまって昇給の仕方が必ずしも明確でない

場合が圧倒的に多い。

２）教員では教授，助教授・講師・助手，噸員では大学によって異なる

がたとえば参事・主事・書記・雇などといった身分または部長・課長・主

任・一般事務といった役職によって差別しているものが大多数で，年令給

のところでもかなりそうである。こうした差別がまったくないのは，Ｈ大．

Ｓｂ大，Ｓｕ大などきわめて少数しかない。Ｓｕ大の場合は教職一本という

きわめて珍しい本俸表である。Ｍ大は表そのものは教職共通であるが，適

用に差を設けている。

３）職員ではほとんどすべて学歴により差があり，これがないのはＣ大，

Ｒ大．Ｓｂ大，Ｋｎ大，Ｔｊｔ大．など数校にすぎない。なお高卒２２才と

大卒２２才（初任給）の賃金比較では，民間では前者が高い，いわゆる逆

格差現象が一般的となっているのに，私大ではこうした所が皆無であるこ

とは注月してよい。考えられる一つの理由は，私大職員の採用が男子→大

卒，女子→高卒とかなり分化してきていることであろうか。

４本俸について（２）

私たちが次に検討するのは本俸の高さ（もしくは低さ）である。『資料』

では，大学教員については８８私大（ほかに７１．７２年度の国立および都

立）の助手２４才，講師３０才および４０才，助教授３５才，４０才およ

び５０才，教授４０才，５０才および６０才，最禰給のモデルを．一般職

員については８９私大（ほかに７１．７２年度の国立．都立および民間）の
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第６表大学教員

助手２４才 講師３０才

平均

簸高

殿低

１０綜合大学平均

1１大

(42）60,706 

８０，９００ 

４７，５００ 

６０，３４６ 

63,000 

(39）84,468 

103,500 

６６，７００ 

８７，２７２ 

東
京
周
辺

81,600 

全
国

高
低

最
最

蝿'017,00,|…7:｡,､｡
国 立 64,072 84,564 

（）内は有意味の学校数。

※は年功加俸をふくむ。

講師３０才は３１才のもの１校，教授６０才は５８才，５９才の
すぺて修士卒を基躯とした数値である。

註１）

２） 

３） 

４） 

大卒２２才，３０才，４０才，５０才，６０才，禰卒はこれに１８才を加えた

モデルを，それぞれ比較表としている。これらを一見してまず驚かされる

のは，大学間における格差のきわめて大きいことである。具体的な個々の

数値は『資料』を参照願うとして，ここでは『資料』とこれをもとにして

作製した第６表および第７表から教員，職員ごとに気づいたいくつかの特

徴点を列挙してみよう。

まず大学教員について。

１）地域による差はあり，年令厨によってのらがいはあるにしても、最

高（大阪・愛知）は最低（山口）の２倍前後となっている。東京周辺校に

のみ限ってみても同様である。そしてその格差は若年層より高年層になる

につれて著しくなっている。

２）『資料』での綜合大学グループは，概して教職員組合の規模・組織

率も高く，相互の連携協力や上部団体からの支援，財政力などから言って，

組合の力が強い所が多い。ところが都内の１０綜合大学の本俸平均は，小
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（円）本俸モデノレ

'’ 
1｣ 5０ 

Ｌ４－Ｉｑ 

ⅡＩ 

【)U［

Ⅱ＿ 

０４ 

もの４校をふくむ。

規模佼からさらには未組織校をもふくめた全都平均とほとんど変らないか，

時にはむしろ低いという状況である。端的な例はＨ大の場合で，ここでは

助手２４才でこそ都内平均より上位にはあるが，あとはあらゆる年令層で

はるかに下位にある。しかもここは調査７５単組中ストライキの経験「か

なりあり」という５校の中の一つで，７２年春闘には76.2％というスト権

確立を背景に全日２波をふくむ３波のストライキを行なっている。

３）前項と関連するが，いわゆる「民主化」された大学での賃金が意外

に低い。Ｈ大は数年前の組合の委員長が団交担当理事となったり，その理

事の選出も，財･務，学務など主要なポストを担当する学内出身理事につい

ては，間接ながら全教職員の公選制度がある。『資料』によれば，全国８６

私大中Ｈ大は２４才助手では３６位にあるが，５０才教授では７７校中突

に６４位となっている。５０才教授を例にとれば，このＨ大より低いのに東

京のＷｋ大，名古屋のＦｋ大がある。これらはいずれも「民主的学風」を

もって有名な所である。「民主化」が教職員と経営者との力関係を表わす

４０才 ５０才 ６０才

(38)131,666 

145,908 

87,300 

132,494 

118’100 

(39)172,320 

210,320 

104,000 

169,783 

152,100 

(36)199,736 

244,836 

119,000 

197,654 

175,100 

167,528 

850800 

224,984 

104,000 

244,836 

119,000 

140,184 195,912 llJi竺鷺■
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とすれば，賃金は労使の力関係によってきまるという賃金論の通念は，少

なくとも私学の個別経営の中では，再検討の必要がありそうである。

同じく「民主的」なことで聞えている関西のＲｉ大学がある。ここは７２

年度の賃金はモデルでは比較的満<なっているし，後出第８表で見るよう

に，年令差も考慮すれば実態でも，とくに助手職員廟で以前よりかなりよ

くなっているが，一昨年春全国でも岐低の部類にあった学費を値上げする

までは，同規模１０大学中Ｈ大，Ｋ大と最低を競う賃金であった(2)。現在

でも全体として高賃金校の多い関西では決して高い方ではない。後での問

題になるが，他の大規模大学ではほぼ６～９万円の個人研究費がここでは

わずか３万円，それも最近ようやく制度化されたばかりである。そして教

員１人当り学生数も全学で８１．３人，１００人をこえる学部が３学部という

マスプロである。「民主化」とは一体何なのであろうか。

（１）７１年度の数値の２大学を除き，点検不能のものをふくむ。

（２）前掲『経済志林』３９－４ｐ３９，７６参照。

第７表一般職員

Ｈ４ｆ 

Ji漂合大学。

韮
国

高
低
一
立 竺竺IJ-ilZll処Ｌ

４０，５００，68,148 

-鯛’--蕊:－

133,800 

６８，６００ 

103,140 

111,996 都 立

民 間 133,586 

註１）

２） 

３） 

（）内は有意味の学校数。

東京周辺平均の大卒４０才は３８才１校，
民間は東洋経済『賃金総覧』（1973年版）

５０才は４８才３校をふくむ。

により資本金５億円以上，従
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４）以前は若年層では国立より私大が高いが，高年層になるにつれ国立

が私立を追いこし格差を拡げてゆくというのが常態であった(3)。しかし，

第６表で見れば，東京周辺校平均の２４才助手初任給においてすでに私立

は国公立に及ばず，その格差は高年令になるほど拡大する。賃金カーブの

ゆるやかな「中小企業型」カーブであることに変りはないが，若年層です

ら国公立に及ばなくなっている。

（３）前掲『経済志林』３ｅ１ｐｌ７参照。

５）全国的に見れば，地域差があることは当然予想されるが、大都市部

間でもかなりの差がある。東京地区に比し概して名古屋，大阪地区は各

年令層とも１～２万円，あるいはそれ以上高い。

６）若年層で高賃金のところは高年層で逆に他より低くなって1,,る所が

少なくない（Ｒｓ大，Ｏｄ大など)。若年層で低いところは高年層でも低い

（Ｓｕ大，Ｂｊ大など)。

７）全体として高賃金のものは，

本俸モデル（円）

４４）５【］

４０【

Ｍ１ 

4００１４｣ 

DＬ 

業員500人以上340社(1972.7現在）の平均による実在モデル。

3０才 4０才 5０才

78,500 

39,500 

98,600 

56,400 

1330800 

78,000 

170,000 

89,000 

49,924 72,144 106,596 49才123,660

53,920 85,536 113,400 44才129,276

55,797 92,483 152,759 2049177 

2２才

(44）50,717 

58,030 

42,600 

51,378 

51,500 

大卒

(41）75,732 

89,700 

62,000 

79,752 

(39）104,865 

133,800 

78,000 

103,379 

75,100107,600 

(30）131,452 

170,000 

89,000 

136,824 

126,100 
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（８）独自体系技より国公立準拠校（Ｍｇ大，Ｓｊ大，ＫＮ大など)。「人

勧後追い打破」で秋闘から春闘への転換が叫ばれているのに，これは

何を意味するか。

（b）文科系のみの学部で教員１人当り学生数が大きいもの(Ｍｇ大76.7

人，Ｒｓ大９２．３人)。理工系でも０．大のように工学部のみで本資料

中最高の７４．２人という例もある。

（c）最近５カ年は全国的に学生増加が以前よりかなり鈍化しているが

（学部学生の私立の平均７２年/67年＝1.38倍)，依然かなり高い増加

率を示しているもの（Ｏｄ大１．９倍，Ｒｓ大２．２倍)。

つぎに職員についてはどうか。教員についても身分による昇給差別があ

るが，職員の場合はそれ以上に身分上の問題があり，昇給の仕方が不明確

でなかなかモデルが作りにくい場合が多い。『資料』では比較のため「原

則として係長，主任以下の場合」としたが，とくに高年層での比較は困難

である。こうしたことをふまえながら『資料』を見れば，ここでも教員に

ついて考察された上記の第１～第３項が，程度の差こそあれ，ほぼあては

まる。第５～第７項も，若干の修正を伴なうが，大体こういってよい。た

だ国公立との比較という点では，私立の職員は全体として見るならば国立

よりはやや高く，都立よりは低いといったところにある(4)。民間との比較

では調査方法の相違もあり，実在モデルでもあるので，比較しにくいが．

かなり大きな開きがあることは否めないであろう。

（４）ただし職員１人当り学生数などの労働条件を者感する必要がある，

以上はすべて「理想モデル」の本俸比較であるが，実際に支払われる賃

金はどうか。これについては前にも述べたように，さまざまの困難があり，

今後の課題として残さざるをえない。ただここでも比較表に収録しえた

５１校の平均本俸・濫準内賃金を概観したところでは，本俸モデルで見た

いくつかの特徴点が大きな修正をうけるようなことはなさそうである。

なお前稿との関連もあり，参考のためいくつかの大学についての賃金実

態を第８表として示しておこう。ここでもＨ大学の教員は同規模私大中最
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東京私教連調べ。
職員は看護婦，交換手，運転手などの技術職員を除き，同一法人内中高の職員をふくむ。
各欄左上段人数，下段平均年令，右上段平均本俸(勤続絵をふくむ)，下段毎Ｎきまって支給される賃金。
Ｋａ大は７１年度の数値
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低となってし､る。

５諸手当およびその他の諸条件

以上私たちが見てきたのは，賃金のいわば基幹部分をなす本俸について

であった。しかし私大の場合にも，他産業ほどではないにしても，賃金の

中で一定のウエイトをもつさまざまの手当類がある。これらについて一々

立入った検討はここでは不可能であり，以下では『資料』の中から主要な

項目について特徴的な点を素描するに止める。

１）勤続手当大学により年功加俸，勤続給などさまざまの名称を用い

ているが，調査90大学中こうした手当があるものは３１校で，全体のＶｓ

と予想外に少ない。本俸の体系が国公立準拠の所にはないのが普通である

が,Ｔｏｇ大のような例外もある。制度化されている所での規定の仕方はさ

まざまであるが，１年につき月額100円見当から３～500円までのものが

多く，例外的にＴ大のような1,000円というものもある。頭打ちのないも

のもあるが，多くは２～３千円から７千円までの最高限度を設けているも

のが多い。０ｋ犬では教職員とも身分により４段階の差を設けている。大

多数の大学では，本俸とともにいわゆる基本給扱いとされ，賞与など（時

には退職金や時間外手当も）の算定基礎に入っているのが普通である。

２）家族手当配偶者，第１子，第２子……と定めている所が多いが，

中には配偶者の有無に関係なく第１人者，第２人者……と規定している所

や，配偶者のない場合の第１子についてとくに金額を定めているものもあ

る。金額は配偶者で2,000円台とほぼ国公（2,400円）なみであるが，最

低はＮｊｔ大の800円から最高はＢｊ大の6,000円までかなりの差がある。

もっともこのＢｊ大は前節で見た本俸がきわめて低い所であり，それをカ

バーする意味もあるかも知れないので，これを別にすれば最高はＲ大，

Ａｉ大の3,000円（都立なみ）となる．Ｋｎ大のように家族手当が制度的

にまったくないという例は『資料』では例外的である。

３）通勤費iii商月額5,000～10,000円と金額で限度を設けているもの，
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国鉄５０kｍとか100kｍまでと距離によって制限しているものなど，何

らかの制限を設けているものが多いが，まったく制約のない全額支給も少

数ある。

金額に限度を設けている場合は，たとえば月額4,000円までは全額，そ

れ以上は超えた分の’/２，合算した最高限6,000円というような国立なみ

の所が多いが，これらは大体本俸体系も|垂|立「なみ」という所である。

４）後職手当大学により種々様々なので，『資料』では比較しやすい

ものとして，職員の係長（主任)，課長，部長，教員の主任，学部長，学

長のほか常務（任）理事，理事長の手当を調査している。もっとも大学の

規模や業務内容の差異もあり，単純な比較はできないが，たとえば学部長

手当についてみると，5,000円から50,000円までの開きがある．大規模

大学で２～３万円から４～５万円といったところであろう。

学長（総長）手当は，手当として本俸にプラスしている場合と，学長給

として切離している場合とあるが，『資料』にあらわれた範囲でいって前

者には１万円から１２万円までの巾があり，後者は大規模大学で２５万円

前後となっている。これを国立の東大・京大４５万円，それ以外の|日５帝

大４３万円，以下最低３２．５万円までと比較すれば格差は歴然たるものが

あり，しかも国立は毎年べ・アがあるのに，私立ではなかなか改訂できな

い場合が多い。

一般に教職員共通に言えることは，役付になればむしろ役職手当では支

出増と残業手当その他の収入減を補うこともできず，しかも責任と労働の

強化があり，実贋的にかなりのベース・ダウンになるという場合が少なく

ない。

５）教員超過授業手当増担手当とか超過給ともいわれる。後述の責任

担当時間をこえて授業した場合，週１コマにつき月額なにがしというよう

に定められている。Ｉｌｉｌ度的に全然ない大学もあるが，1,000円～5,000円

と大学により大差があり，夜間の授業とくに妓終時限についてはプラス・

アルファというところもある。しかしたとえば午後９時４０分に終る鼠終
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時限手当一・コマにつき月額500円(Ｈ大)というのでは，一回分で100円見

当，バスがなくなってのタクシー代はおろか夜食代も出ない金額である。

総じて超過授業手当は，職員でいうなら時間外手当に似たものであるが，

後述の兼任講師給よりもはるかに低く，オーバータイムが「割り増し」な

らぬ「割り減り」賃金となっている。

６）職員時間外手当労基法により２割５分とか５割とかが加算される

わけであるが，その算定基礎は各大学かなりまらまちである。すなわち，

本俸のみのもの，家族手当や勤続手当，職務手当などをふくむもの、さら

に１時間当り賃金がこれら月額のｗ３から'/200に至るまで，大きな差があ

る。超過勤務については労基法３６条の規定にもかかわらず，制限を明文

化している所は少ない。一方３６協定を締結したが，人員削減の中でむし

ろそのため逆に労働強化を来たしているという例もある。

７）研究費手当と性格は異なるが，教員にとり不可欠のものとして調

査した。もっとも文科系と理工系，医歯系では，研究費の内容がかなり異

なるし，いわゆる個人研究費にしても，大学により現金支給の所と購入図

書が大学の所有となるもの，使途に制限あるものとないもの，とくに学会

出張費をふくむものとそうでないものなど，さまざまである．文科系を主

にした大規模大学でいって年間６～９万円といったところで，助手から教

授まですぺて一律２０万円という鼠高のＫＮ大を筆額にした２ケタの金額

の大学は数えるほどしかない。そもそも制度自体がないというものさえあ

る。これらを７２年度国立の教員当り秋算校費非実験で講座制（教授１，

助教授１，助手１）１２２万円，修士講座制の場合教授４０，５万円，助教授

２２万円，講師16.5万円，助手１１．５万円と比ぺるならば，文部省や大学

本部での「留め置き」分を考慮しても，なおその間の大差は否定できない。

しかもここでも国立は毎年増額（７３年度予算では平均８％）があるのに，

私大では財政難で逆にカットされることさえしばしばある。

８）学会出張費年２回というところもあるが（Ｔ大，Ｔｋ大，Ｋｎ大．

Ｗ大，Ｆ大など)，一般に年１回，金額にして３～５万円，大学によって
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は１万円程度という所も少なくない。学会出張費として別ワクを設けず，

前項の研究費の範囲内としている所もかなりある。

９）兼任講師絵教授，助教授，識師などの身分別や学卒後年数，教歴

などにより何段かのランクをつけているのが普通である。週１コマで月額

3,000～10,000円といったところで，交通費や賞与はない所がほとんどで

ある。

はじめにふれたように，賃金の問題を扱う場合には，これと表裏一体と

もいうべき労働条件（研究教育条件）の問題がある。しかしこれについて

も，ここでは『資料』にもとずき，きわめて皮相的な概観をするに止めね

ばならない。

１）責任担当時間いわゆる「ノルマ」であって，超過授業手当と結び

ついた私大特有のものであろう。身分別や専門・一般・外国語などの別に

よって異なっている場合が多いが，平均週４～５コマというところである。

もっともこの１コマの実時間は大学によりさまざまで，夜間の７０分～８０

分から昼間の９０～100分とまちまちである。Ｔｙ，Ｃ，Ｍｊ，Ｋａなどの諸

大学では，教授よりも助教授以下のノルマを少なくしている。私大ではこ

のノルマをはるかにこえて授業を担当しているのが普通であるが，大学に

よっては超過の上限を規定しているものもある。

もっとも現実に担当している授業時間は，大規模大学ではほぼ週７～８

コマ(14～１５時間）となっており，以上のようなノルマの２倍近いという

ことになる。やや古い数値ではあるが，６６年度の国立大学の数値が『資

料』にあり，これによれば大体６～８時間と，私立の半分程度である。た

だ国私立とも共通に．工科系教員の担当時間が多いことが目につくが，こ

れは実際は実験助手などに担当させている授業なども含まれていることに

もよると思われる。

２）職員勤務時間各大学の週実働時間を昼間勤務者についてみると，

鹸少はＨ大，Ｄ大の３３時間から４１～４２時間までかなりの開きがある。
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第９表週所定内勤務時間の状況

（時間）

国立は東大で部署にもよるが

41.5時間，都立大は４１時間１５

分であるから，国公立より若干少

ないといってよい。他の民間企業

と比較しても，第９表で見るよう

に「教育部門」での週所定内勤務

時間は少なくなっている。

なお週休２日制が全労働者の

'/3以上に適用されているという（１）

混模|銅穐計Ｍｃ

窪P月｜本｣uＷｌ

註：人事院１９７２『民間給与の実態』 昨今であるが，私大ではＷｋ，Ｍ，

Ｍｂなどの数校が隔週に週休２日としているにすぎない。

なお職員の勤務時間と関連して重要な労働条件に休暇がある。労基法に

よる年次有給休暇や産休，生体の扱いもかなり大学によりまちまちである

が．それらは今措こう。ここでとり上げるのは夏・冬の休暇で，大学によ

るが多くの場合年休を別にして夏に１０～３０日，冬は１０日程度の休暇が

とれるのがふつうである。この点は大部分がようやく２～３日という(1)民

間に比して，はるかに有利である。国立の場合東大では夏は年休の範囲

（繰越し１０日を認める）であるし，都立も都一般職員なみの最高１０日

ということになっており，冬はいずれも１２月２９日～１月３日という官

庁一般と同じ扱いである。都立大では以前夏の休暇は２０日あったのが，

都の他の職員との均衡上少なくされたという経過がある。同様な問題は私

大でもたとえばＫ大のように病院をもつ大学にもあり，ここでは夏の休暇

は私大では最低の部類の７日だけとなっている。

（１）労働省１９７２年度『労働時間制度調査』

３）教員１人当り学生数これは私大におけるマスプロ教育の指標とし

てよく利用される。『資料』では助手を除いた教員数を以て学部学生数(昼

夜計）を除した数値を全学および学部別に算出しており，横割制で教養部

などある所は教員を学部学生数に応じて各学部に按分している．

規模計
500人
以上

500人
末満

管理部門 44.7 42.4 45.2 

生部

産門

日勤制

交代制

45.5 

45.3 

43.5 

43.5 

45.7 

45.8 

教育部門 42.6 39.3 43.0 

医療部門 44.5 43.6 44.6 

研究部門 43.6 41.5 45.0 
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これによれば教員１人当り学生数が１００人をこえる所はかなり多く，

Ｎ大の法・経両学部のように２００人をこえるものもある。一方工学部で

も，６０～７０人という大学（ＫＯ９，Ｍj，Ｋｋ，０．）が散見される。しかも

これらの数値は文部省公表の学生数をもとに算出しているので，実数はさ

らに大きくなる場合もあると思われる。

ちなみに７１年度の文部省『学校基本調査報告書』により算出した該当

数値は，国立１２．０人，公立１３．２人，私立４１．０人，全国平均２６．４人

となっている。

４）最近５カ年間の学部学生数推移１９６０年代に入り学生数は爆発的

な増加を見せたが，６７～８年以降はベピープームの波が去ったこともあり，

増加のテンポは急激に落ちている。しかし，そうした中でも依然「高度成

長」を結けている大学もある．夜間部は概して軒なみ横這いもしくは減少

傾向であるが，昼間部学生についてたとえばＫｋ大学はこの５年間に

10,705人から30,049人へと２．８倍，Ｔｏｋ大学も11,890人から23,704

人へと２倍の増加ぷりを見せている。この間の全国学部学生増加率は国立

1.17倍，公立１．０９倍，私立１．３８倍となっている。

一方東京６大学，関西４大学などはいずれも頭うち，さらには減少さえ

しているという｢不均等発展」が著しい。

６最近における変化とその背景

これまで私たちは「資料』を中心として賃金を主とする私大の教職員の

研究・教育・労働条件について見てきた。すでに第一節（第３表）でも見

た数値では，５９年以来，－興して国立に追いついてきた私大教員の賃金は

６７年以降伸びなやみを示すが，それでも６９年を最低として７２年には国

立の９７．９％にまで追いついてくる。第１０表は前稿および『資料』をも

とにした都内のいくつかの大学のベース・アップの状況である。ここでも

ほぼ同じ状況で，６６年以前は１０％以上を保っていたく・アが６７年か

ら揃つって１ケタとなり，大学によって若干のずれはあるが６８～９年に
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第１０表私大べ・ア状況 (％） 

F 

LJ 

ｍＣ４１m 

最低となる。その後は再び増加を示すようになり，とくに７２年はどの大

学も１０％を上廻るに至る。こうした変化の背景にあるものは一体何であ
ろうか。

私は前稿で７０年度から発足した私大への人件費費補助の意味するもの

は何かという問題を，さしあたり追いつめられた私大財政という側面から

考察した。６０年代の学生増，学費増のなかで，私大はそれにいわば便乗

する形で国公立を上廻るべ・アが可能であったし，一貫してそれらとの間

の格差を縮小してきた。しかし６５年以降続発する学費紛争による学費値

上げの困難と，学生増の鈍化とがあり，一方依然昂進をやめぬインフレー

ションという板挾みの中に，私大財政は窮迫の度を深め，べ゜ア率も大学

によってはわずか２％分にまでおし下げられるようになる。そこに，まさ

しくタイムーリに，従来文部省が，一貫して渋りに渋ってきた「人件費を

ふくむ経常賞補助」が実現したのである。７０年度１３２億円をもってはじ

められた補助は７１年度198億円，７２年度301億円と年々ほぼ５０％の増

加を示し，７３年度政府予算でも４３４億円となっている。教員については，

すでに７３年度予算で医歯系，理工系の給与のｙ２が．文科系についても

Ｖ６が補助されることとなり，懸案として残されていた職員給与も昨年の

大学 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
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7.6 

2号十2.4

1３ ４３５１１１聞剛
５ 

９ 

０ＯＢ●●●０⑰〃⑤５７８７７６６８卜０ １ 

2．７５ 

7.8 

8．１６ 

７．０９ 
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１１ 

11.51 

11.66 

教13.Ｗ
職13.鰯
1７ 

12.42 

11.71 

11.11 
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都公 6.9 6.4 7.5 7.6 9.8 10.5 10.1 8.9 

国公 6.4 ６ ７ 7.1 8.7 10.7 10.36 9．３５ 
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１人･から７３年は』/,oへと前進した。一方71年以降の大巾学費値上げはあ

るにしても，最近の私大教職員のべ・ア率の上昇に，こうした補助が大き

な支えとなったことは疑う余地がない。たびたび引き合いに出すＨ大学の

72年度補正予算での経常費補助は２億5,361万円，これに地方自治体から

のものもふくめた補助金の総計は，４億8,258万円と借入金などを除いた

純収入の１０％をこえる。補助金収入が純収入のせいぜい１～２％にしか

すぎなかった数年前を思えば，隔世の感といっても過言ではない。社会保

険の法人負担分その他のはねかえり等をふくめ昨春のＨ大のべ゜ア源資は

１％につき約2,000万円であったから，経常費補助の皆無であった６９年の

2.75％から７２年の11.51％のベアへの上昇は，２億5,000余万円の経常

費補助の過半の部分を充当すれば可能であったということになるかも知れ

ない。組合の力の前進もあろうが，ここ２～3年で２％台から１１％へとベ

アを変えうるほど飛躍的な強化があったとは考えられないだろう。またた

とえば「悪玉」の財務担当理事が座を降りたというような，個人的，主観

的な事情によるものでもあるまい。私たちはいやがおうでも私大における

｢財政の壁」という冷厳な事実を再認識せざるをえない。

そういえば，前に見た賃金の考察でも，高賃金の大学は，１)教員１人当

り学生数の大きいもの，２)学生数増加率の高いもの，などであり，さもな

ければ学費が著しく高くしかもこれを毎年値上げする（例えばＫＮ大）と

いうものであった。それらの大学の組合の力は必ずしも強いとは言えない。

逆に組合の力が強く，教員１人当り学生数が減少し，教員の持時間も軽減

されているといった「民主化」された大学が「低賃金校」の「指定」を私

教連から受けたりしている。東京地区で毎年春闘にストライキを打つ力を

もちまた実際何度も打っているＨ大とＫ大とは，大学自体の体質はきわめ

て対照的であるが，揃って同規模大学中最低の賃金なのである。

私たちは第２節で，この５年間という限られた期間にせよ，私大の教

(職）員の賃金上昇が民間一般産業に比し著しくおくれていることを見た。

この３年間人件費補助のテコ入れが上記のようなべ゜ア率の回復となって
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現われていながら，それでもなおこうである．ここに立ちふさがっている

のは，越えがたい私大の「財政の壁」である。

一方前稿で指摘したように，画期的といわれるこの人件費補助は着々と

私大のスクラップ．アンド・ビルドをおし進めている。第１１表を見られ

たい。前稿で「かげり」が見えたかと言ったＮ大は，たしかに人件費/学

費比率は上ってきているが，それが80％から９０％，また予算上ではあれ

実に100％をこえるものさえあるという他大学に比べれば，まことに超健

第１１表私立大学人件費賭比率比較 (％） 

4【

Ⅱ 

Dｆ 

ゴ４－卍

註１）各欄とも上段は人件費/授業料（Ｋ大のみ授業料十病院収入）比率.
下段は人件費/学費（学生納付金＋手数料。Ｋ,Ｎ大はこれに
病院収入を加える）比率。

２）各大学予決算による。

３）〔〕は新会計基準の適用により受験料収入が帳簿上２年分あるもの
を例年なみとした数値。
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全財丁攻であり，それを支える大きな要因として７１年度決算で実に７６億

円（予算は６０億円）という，それだけで優に１マンモス私大の予算規模

を上廻る補欠入学金がある。こうした所に１４億をこえる補助金が支給さ

れている。一方学生募集難にあえぐ経営困難校は遠慮会釈なく切捨てられ，

すでに上田のＨｏ大は今春の学生募集を停止している。しかも去る３月１

日高等教育懇談会が行なった「高等教育の拡充整備について」と題する報

告では,私学助成を「新しい構想のもとに拡充強化する必要がある｡」とい

い，「一般的な助成方策のほか，大学の特闘に対応しうる助成等や学生に

対する奨学援助方策等をもあわせて検討する必要がある｡」と述べている。

この「新しい構想」の内容は．一昨年の中教審答申でくりかえし強調され

た「国家，社会」のための優先度に応じる財政主導のそれこそ「拡充強

化」ということになろう。

そうした中で明年度は文部省の人件費Ｖ２補助計画が一先ず達成という

５年目にあたる。それから先はどうなるのか？’/2補助のままでいいのか

どうか？そうした問題を論議する大前提として「私学とは何か，その位

愚づけをどう考えるか」といった根本問題がある。現在文部省も，私学団

体も，日教組も，それぞれ独自にこの問題に取組んでおり，抜本的な「私

学助成法」制定をめざす動きも活発となってきているが，国庫補助運動も

従来のような「75％論」の上に立ってでは，文部省あるいはさらに大蔵省

に説得力をもたないばかりか，広汎な国民に対しても訴える力を持つこと

はむずかしいだろう。大学がますますレジャーセンター化し単なるパスポ

ート授与場と化している現実に対する深刻な反省なしに，進学率が高まっ

たとはいえ過半数をはるかにこえる不進学者からとり上げた税金を一部の

進学者のために使えという論理は出てくるはずがない。国庫補助の論理の

再点検が要請されているのである。

ともあれ，人件費補助にともないいくらかでも「息を吹きかえした」か

に見える私大教員の賃金の今後はけっして楽観をゆるさない。それどころ

か，中教審路線に沿っての教員賃金の引上げが政府の手でおし進められて
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いるとき，私大では賃金の遅配欠配，さらに廃校といった事態がすでに進

展しており，さまざまのアンバランスをふくみながら全体としてむしろき

わめてきびしいものとなることが予想される。

以｣己私たちは１９７２年度の尾形ゼミ資料を中心としながら，私大教職員

の賃金を主とするその実態と問題点，最近における変化とその背景につい

て概観を行なった。ここで改めて確認されたのは，賃金に対する私大財政

のきびしい壁という現実であり，そうした壁の中では，大学が「民主化」

すればするほどむしろ逆に賃金その他の研究教育条件が悪くなりもかねな

いという「蟻地獄」の事態であった。そうした「蟻地獄」の中で，現在私

大に対して，下からのステユーデント・パワーの圧力こそ影をひそめはし

たが，上からの財政主導の圧力はその度を強めており，さらに，今後は，

アメリカに見るような生き残るための私大間の競争という横からの圧力も

加わろうとしている。そうした中で教職員の賃金も，ただよくなれば，生

活が「欧米なみ」になりさえすればそれでよいというものではない。国民

のパスポート要求と「反動文教政策」の定めた大学設置基準との上に安住

しながら，あるいはさらに公害企業の労働者と同じく，私たちもまた「教

育公害」をまきちらしさえしながら，今までべ・アを「からと」D，「研

究」なるものをやらせてもらってきてはいなかったか。誰のための，何の

ための教育であり，大学なのかという原点に立ちかえってのきびしい反省

とそれにもとずく方向転換を，いま私大の教職員は，教職員組合は，迫ら

れている。（1973.3.31）


